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第７章 プランの推進方法 

 
本プランは、本市のスポーツ振興施策を統括し、各種事業を総合的かつ計画的に執行

していけるような体制を整えていくとともに、個々の施策事業は、財源の確保と事業費

の縮減に努めながら推進します。 
 

１. 個別施策 
個々の施策・事業については、成田市総合 5 か年計画に位置づけ、事業化を図りま

す。 
 
 

２. 生涯学習推進協議会・生涯学習推進本部の活用 
広く市民の意見及び要望を取り入れ、効果的な施策の展開に資するため、市民、関

係機関及び団体で構成する「生涯学習推進協議会」が設置されています。また、庁内

の関係部課との連絡調整・協力などを行うため、「生涯学習推進本部」も設置されて

おりますので、両機関を活用しながら、プラン全体の推進を図ります。 
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